
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

任意代理権の消滅事由 宅建 H12-01-4 ≪#596≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａが、Ａ所有の土地を売却するについて、Ｂに代理権を授与した。Ｂは、Ａが死亡した後でも、

Ａの代理人としてこの土地を売却できる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 【★頻出基本】 

  

 

 

 

 

 

 

 


